
 

2021年５月 12日 

 

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 17番６号 

株式会社ココカラファイン 

代表取締役 塚本 厚志 

 

吸収分割に関する事前開示事項 

（会社法第 782条第１項及び会社法施行規則第 183条に定める書面） 

 

 

当社（以下「ココカラファイン」といいます。）は、株式会社マツモトキヨシホールディ

ングス（以下「マツモトキヨシホールディングス」といいます。）との間で、2021 年 10 月

１日を効力発生日として、ココカラファインを分割会社、マツモトキヨシホールディングス

を分割承継会社とする、ココカラファインの本部機能に関して有する権利義務等を対象と

した吸収分割（以下「本吸収分割」といい、本吸収分割に係る吸収分割契約を、以下「本吸

収分割契約」といいます。）を実施いたします。 

なお、本吸収分割は、ココカラファインとマツモトキヨシホールディングスの間における、

マツモトキヨシホールディングスを株式交換完全親会社、ココカラファインを株式交換完

全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）の効力発生を条件として無対

価で実施する予定であり、本吸収分割に関して、ココカラファインにおいては、会社法第 784

条第２項本文の規定に基づく簡易吸収分割の手続により株主総会の決議による承認を受け

ずに、マツモトキヨシホールディングスにおいては、会社法第 796条第２項本文の規定に基

づく簡易吸収分割の手続により株主総会の決議による承認を受けずに行う予定です。 

本吸収分割に関する会社法第 782 条第１項及び会社法施行規則第 183 条に定める事前開

示書事項は、以下のとおりです。 

 

１．吸収分割契約の内容（会社法第 782条第１項） 

本吸収分割契約の内容については別紙１をご参照ください。 

 

２．分割対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 183条第 1号） 

本吸収分割は効力発生時点で完全親子会社となる予定の会社間において行われるため、

本吸収分割に際し、マツモトキヨシホールディングスは株式その他の金銭等の交付を

行いません。 

 

３．吸収分割の効力発生日に行う剰余金の配当等に関する事項（会社法施行規則第 183 条

第２号） 



 

該当事項はありません。 

 

４．新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 183条第３号） 

該当事項はありません。 

 

５．吸収分割承継会社に関する事項（会社法施行規則第 183条第４号） 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

マツモトキヨシホールディングスの最終事業年度に係る計算書類等の内容について

は、別紙２をご参照ください。 

 

(2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該

臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

 

(3) 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の

状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（吸収分割契約備置開始

日（会社法第 782条第２項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。以下同じ。）

後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場

合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。） 

① 株式会社マツモトキヨシグループ（以下「MKG社」といいます。）の新設分割 

マツモトキヨシホールディングスは、2021 年４月 28 日付けで、2021 年 10月１日

を効力発生日とし、本株式交換の効力が発生していることを条件とする、マツモト

キヨシホールディングスを分割会社として、株式会社マツモトキヨシその他の子会

社等の株式の保有及び経営管理等を主たる目的とする MKG 社を設立する新設分割に

係る新設分割計画を作成いたしました。 

② MKCF分割準備株式会社（以下「シナジー創出会社」といいます。）との吸収分割 

マツモトキヨシホールディングスは、シナジー創出会社と、2021年４月 28日付け

で、2021年 10月１日を効力発生日とし、本株式交換の効力が発生していることを条

件とする、マツモトキヨシホールディングスを分割会社、シナジー創出会社を承継

会社として、マツモトキヨシホールディングスの営業企画・運営支援機能等を承継

させることを目的とする吸収分割に係る吸収分割契約を締結しました。 

③ 株式会社ココカラファインヘルスケア（以下「ココカラファインヘルスケア」とい

います。）との吸収分割 

マツモトキヨシホールディングスは、ココカラファインヘルスケアと、2021 年４

月 28 日付けで、2021年 10 月１日を効力発生日とし、本株式交換の効力が発生して

いることを条件とする、ココカラファインヘルスケアを分割会社、マツモトキヨシ



 

ホールディングスを承継会社とし、ココカラファインヘルスケアの本部機能を承継

させることを目的とする吸収分割に係る吸収分割契約を締結しました。 

 

６．吸収分割会社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（吸収

分割契約備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存

することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内

容に限る。）（会社法施行規則第 183条第５号） 

① ココカラファインとシナジー創出会社との吸収分割 

ココカラファインは、シナジー創出会社と、2021 年４月 28 日付けで、2021 年 10

月１日を効力発生日とし、本株式交換の効力が発生していることを条件とする、コ

コカラファインを分割会社、シナジー創出会社を承継会社とし、ココカラファイン

の営業企画・運営支援機能等を承継させることを目的とする吸収分割に係る吸収分

割契約を締結いたしました。 

② ココカラファインヘルスケアとマツモトキヨシホールディングスとの吸収分割 

ココカラファインの完全子会社であるココカラファインヘルスケアは、マツモトキ

ヨシホールディングスと、2021年４月 28日付けで、2021年 10月１日を効力発生日

とし、本株式交換の効力が発生していることを条件とする、ココカラファインヘル

スケアを分割会社、マツモトキヨシホールディングスを承継会社とし、ココカラフ

ァインヘルスケアの本部機能を承継させることを目的とする吸収分割に係る吸収分

割契約を締結いたしました。 

③ ココカラファインヘルスケアとシナジー創出会社との吸収分割 

ココカラファインの完全子会社であるココカラファインヘルスケアは、シナジー創

出会社と、2021年４月 28日付けで、2021年 10月１日を効力発生日とし、本株式交

換の効力が発生していることを条件とする、ココカラファインヘルスケアを分割会

社、シナジー創出会社を承継会社とし、ココカラファインヘルスケアの営業企画・運

営支援機能等を承継させることを目的とする吸収分割に係る吸収分割契約を締結い

たしました。 

 

７．吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割会社及び吸収分割承継会社の債務の

履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 183条第６号） 

(1) ココカラファインの債務の履行の見込みについて 

ココカラファインの 2020 年 12 月 31 日現在の貸借対照表における資産及び負債の

額は、それぞれ 208,119 百万円及び 68,249 百万円です。また、本吸収分割によりマ

ツモトキヨシホールディングスがココカラファインから承継する予定の資産及び負

債の 2020 年 12 月 31 日現在における帳簿価額は、それぞれ 371 百万円及び０百万円



 

です。 

また、2020年 12月 31日から現在に至るまでココカラファインの資産及び負債の額

に大きな変動は生じておらず、今後、本吸収分割の効力発生日までに予測されるココ

カラファインの資産及び負債の額の変動を考慮しても、本吸収分割後に見込まれるコ

コカラファインの資産の額は負債を十分に上回る見込みです。 

さらに、ココカラファインは本吸収分割以外にも 2021 年 10 月１日を効力発生日と

する以下の吸収分割（下表参照）を行う予定ですが、当該吸収分割及び本吸収分割の

効力発生日以後においても、ココカラファインの資産の額が負債の額を上回ることが

見込まれております。 

以上の点、並びに、ココカラファインの収益状況及びキャッシュ・フロー等に鑑み

て、ココカラファインが負担する債務については、本吸収分割の効力発生日以後も履

行の見込みがあるものと判断しております。 

 

（本吸収分割以外に実施するココカラファインが分割会社となる吸収分割） 

（単位：百万円） 

承継会社 承継する事業部門 
（2020年 12月 31日現在） 

承継資産帳簿価額 承継負債帳簿価額 

シナジー創出会社 
営業企画・運営支

援機能等 
3,666 － 

 

(2) マツモトキヨシホールディングスの債務の履行の見込みについて 

マツモトキヨシホールディングスの 2020 年 12 月 31 日現在の貸借対照表における

資産及び負債の額は、それぞれ 365,562百万円及び 123,134百万円です。また、本吸

収分割によりマツモトキヨシホールディングスがココカラファインから承継する予

定の資産及び負債の 2020 年 12 月 31 日現在における帳簿価額は、それぞれ 371 百万

円及び０百万円です。 

また、2020年 12月 31日から現在に至るまでマツモトキヨシホールディングスの資

産及び負債の額に大きな変動は生じておらず、今後、本吸収分割の効力発生日までに

予測されるマツモトキヨシホールディングスの資産及び負債の額の変動を考慮して

も、本吸収分割後に見込まれるマツモトキヨシホールディングスの資産の額は負債を

十分に上回る見込みです。 

さらに、マツモトキヨシホールディングスは本吸収分割以外にも 2021 年 10 月１日

を効力発生日とする以下の新設分割及び吸収分割（下表参照）を行う予定ですが、当

該吸収分割及び本吸収分割の効力発生日以後においても、マツモトキヨシホールディ

ングスの資産の額が負債の額を上回ることが見込まれております。 

以上の点、並びに、マツモトキヨシホールディングスの収益状況及びキャッシュ・



 

フロー等に鑑みて、マツモトキヨシホールディングスが負担する債務については、本

吸収分割の効力発生日以後も履行の見込みがあるものと判断しております。 

 

（本吸収分割以外に実施する新設分割） 

（単位：百万円） 

新設会社 分割する事業部門 
（2020年 12月 31日現在） 

承継資産帳簿価額 承継負債帳簿価額 

MKG社 

株式会社マツモト

キヨシその他の子

会社等の株式の保

有及び経営管理等

を主たる目的とす

る機能 

101,355 22 

 

（本吸収分割以外に実施するマツモトキヨシホールディングスが分割会社となる吸収

分割） 

（単位：百万円） 

承継会社 承継する事業部門 
（2020年 12月 31日現在） 

承継資産帳簿価額 承継負債帳簿価額 

シナジー創出会社 
営業企画・運営支

援機能等 
119,490 100,331 

 

（本吸収分割以外に実施するマツモトキヨシホールディングスが分割承継会社となる

吸収分割） 

（単位：百万円） 

分割会社 承継する事業部門 
（2020年 12月 31日現在） 

承継資産帳簿価額 承継負債帳簿価額 

ココカラファイン

ヘルスケア 
本部機能 330 － 

以上 



 

別紙１ 本吸収分割契約の内容 

次ページ以降をご参照ください。 

 





第 5 条（M 社の資本金等の額） 
本吸収分割により M 社の資本金、資本準備金及び利益準備金の額は増加しない。 

 
 
第 6 条（効力発生日等） 
1. 本吸収分割がその効力を生ずる日（以下「本効力発生日」という。）は、2021 年 10 月

1 日とする。但し、本吸収分割の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場

合には、C 社及び M 社は協議し合意の上、これを変更することができる。 
2. 本吸収分割は、C 社と M 社との間の 2021 年 2 月 26 日付株式交換契約に基づく M 社

を株式交換完全親会社、C 社を株式交換完全子会社とする株式交換の効力が生じて

いることを停止条件として、その効力を生じるものとする。 
 
第 7 条（株主総会） 
1. C 社は、会社法第 784 条第 2 項の規定に基づき、本契約についての同法第 783 条第 1

項の株主総会の承認を得ないで本吸収分割を行う。 
2. M 社は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、本契約についての同法第 795 条第 1

項の株主総会の承認を得ないで本吸収分割を行う。 
 

第 8 条（本吸収分割の条件変更及び中止） 
本契約締結日以降本効力発生日に至るまでの間において、本吸収分割の実行に重大な

支障となる事態が生じ又は明らかとなった場合その他本契約の目的の達成が困難となっ

た場合には、C 社及び M 社は、協議し合意の上、本吸収分割の条件その他の本契約の内

容を変更し、又は本吸収分割を中止することができる。 
 
第 9 条（競業避止義務の免除） 

C 社は、本吸収分割に関して、競業避止義務を負わない。 
 

第 10 条（本契約の効力） 
本契約は、法令等に定められた本吸収分割の実行に必要な関係官庁等の承認等が得ら

れない場合、又は第 8 条に基づき本吸収分割が中止された場合には、その効力を失う。 

 
第 11 条（協議） 

本契約に記載のない事項、又は本契約の内容に疑義が生じた場合は、C 社及び M 社は

誠実に協議し、その解決を図るものとする。 
 

（以下余白） 
 







 
 

吸収分割契約書 別紙 

 

承継対象権利義務明細表 

 

 効力発生日において、本吸収分割により M 社が C 社から承継する資産、債務、雇用契約

その他の権利義務は、下記のとおりとする。なお、M 社が C 社から承継する資産及び債務

については、C 社の 2020年 12月 31 日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、

これに本効力発生日の前日までの増減を加除した上で確定する。 

 

 

記 

1. 資産 

C 社の本部機能に属するソフトウェア及び投資有価証券の一切 

 

2. 知的財産権 

C 社の本部機能に属する知的財産権の一切 

 

3. 契約（雇用契約を除く） 

C 社の本部機能に関連する C 社が締結又は過去に承継した契約（本効力発生日時点で

有効なものに限る。以下本項において同じ。）上の地位及びこれらの契約に基づき発生

した一切の権利義務。なお、雇用契約は、下記 4 のとおりとする。 

 

4. 雇用契約 

C 社の本部機能に主として従事する従業員との間で締結された労働契約上の地位及び

これに基づく一切の権利義務。但し、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律

（平成 12 年法律第 103 号）第 5 条第 1 項に基づき異議を述べた従業員（もしいれば）

は除く。 

 

5. 許認可等 

C 社の本部機能に属する、C 社が保有する許可、認可、承認、登録及び届出等のうち、

法令等に基づき承継可能なもの。 

 

以上 



 

別紙２ マツモトキヨシホールディングスの最終事業年度に係る計算書類等の内容 

次ページ以降をご参照ください。 

 

 
























































































































